
                                                                             
 

平成 27 年 5 月 14 日 

各   位 

会 社 名 昭和シェル石油株式会社 

代表者名 代表取締役社長グループ CEO 亀岡 剛 

コード番号 5002 

問合せ先  広報部長 中村 知史 

  （TEL 03-5531-5793） 

 

内部統制に関する基本方針の一部改定に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 27 年 4 月 1 日付で新たに制定・施行した昭和シェル石油グループ経営理念「私

たちのエネルギーで未来を元気にします」、ならびに平成 27 年 5 月 1 日施行の改正会社法

及び改正会社法施行規則に則り、本日開催の取締役会において、内部統制に関する基本方針

を一部改定することを決議致しましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたしま

す。（改定箇所は下線で示しております。） 

 

記 

 

内部統制（業務の適正を確保するための体制）に関する基本方針 

 

昭和シェル石油グループが持続可能な発展を遂げていくためには、利益や配当など財務面は

もとより、環境や社会にも十分に配慮した経営を行い、同時に、株主だけでなく、顧客、取

引先、従業員、社会などの全てのステークホルダーに対する自らの責任を認識し、企業価値

を高めていくことが必要だと考えています。 

当社グループはグループ経営理念のもとに当社および当社子会社等からなる企業集団として、

その社会的責任を果たし、経営の一層の透明性と効率性を追求するため、以下の基本方針を

定めて自律的なチェック機能を備えた（内部統制）体制を構築し、バランスのとれた健全な

経営を実践して長期にわたり持続可能な発展を目指します。 

 

1．取締役・執行役員・従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため

の体制 

a. 取締役・執行役員・従業員の法令遵守と社会に対する責任の認識を明確にするため、行

動原則および独占禁止法、公務員贈賄防止法その他主要な規制法令に関連する規程を定

め、遵守に向けた取り組みを徹底する。 



                                                                          

 

b. 取締役会は、全てのステークホルダーに対する責任を果たすべく、法令、定款および取

締役会規程等の社内規程に則り、経営戦略等重要事項について決定するとともに業務執

行を監督する。また、複数の独立役員を選任し、経営の透明性の一層の向上と客観性の

確保を図る。 

c. 監査役会は、内部統制の整備・運用状況を監査し、取締役と定期的に情報および意見の

交換を行う。 

d. 行動原則担当役員、リスクマネジメント委員会およびコンプライアンスに係る事項を統

括する部署を設置し、部門横断的な法令遵守体制の確立と統括を図る。 

e. 監査部門は代表取締役グループ CEOへ直接のレポートラインをもち、各部門の業務執行

の統制状況、内部統制システムの有効性に対する監査を定期的に行うとともに、その結

果とその後の改善状況を監査委員会に報告する。 

f. 財務報告の適正性および法令遵守状況等について、各業務執行取締役・執行役員から、

定期的に確認書の提出を求め、代表取締役グループ CEOは財務報告に係わる内部統制の

評価、報告を行う。 

g. 内部通報制度の窓口を社内外に設置する。また、その運用に関する規則を定め、通報を

行った者の秘匿性の確保と不利益の防止を図る。 

h. 反社会的勢力への対応を所管する部署を定め、反社会的勢力に対して常に注意を払うと

ともに、その不当要求に対しては組織的な対応をとって、このような団体・個人とは一

切の関係を持たない。 

 

2．取締役・執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

a. 情報セキュリティおよび情報管理に関する規程を定め、その種類や重要度に応じて適切

に作成、保管、廃棄する。 

b. 個人情報保護に関する規程を整備し、安全に保管・管理する。 

c. 情報開示に関する規程を整備し、適時かつ適切に情報を開示する体制を構築する。 

 

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

a. 当社グループを取り巻く様々な潜在的リスクを特定し分析したうえで、それらのリスク

の特性に応じた対応策を講じるとともに、定期的にその有効性について評価し、必要に

応じて見直しを行う。 

b. 健康、安全、危機管理および環境保全についての基本方針を定め、専門部署を置いて全

社的な教育訓練活動を行うとともに、管理体制を定期的に監査し、改善につなげる。 

c. 災害や事故等の不測の事態発生時においても重要な事業を継続させるために、危機管理

計画ならびに事業継続計画を定め、定期的に訓練と見直しを行う。 

 

4．取締役・執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 



                                                                          

 

a. 迅速な意思決定が行えるよう、重畳的な階層を極力排除した組織とするとともに、全社

事項、戦略事項ならびに石油事業およびエネルギーソリューション事業の各事業本部に

おける重要事項については、取締役会の委任を受けたグループ経営執行会議の合議によ

り決定する。 

b. 取締役会・グループ経営執行会議ならびに各取締役・執行役員の決裁権限を明確に定め、

機動的な意思決定が可能となるように、必要に応じて決裁権限委譲の手続を行う。 

c. 全社の重要な事項の決定に際しては、グループファンクションズ（コーポレート機能部

門）をはじめ、各部門の専門的見地からの意見を反映させるために、各種委員会を設置

して、取締役会、グループ経営執行会議ならびに各決裁権限者の諮問に対する答申を行

う。 

d. 中期経営計画、年度予算等を策定し、その進捗状況を定期的に検証し、対策を講ずるこ

とを通じて効率的な業務の執行を図る。 

e. 情報セキュリティが確保された IT環境を常に整備し、経営情報の正確かつ迅速な把握

と伝達に資するとともに、業務の効率化を図る。 

 

5．当社および子会社からなる企業集団の業務の適正性を確保するための体制 

a. 当社グループは、当社の行動原則、健康、安全、危機管理および環境保全に関する基本

方針、その他の重要な基本方針等の精神を共有し、当社と共にこれらを実践する。 

b. 子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、当社グループ全体の経営における適

正かつ効率的な運営を図るため、子会社管理に関する基本規程および運用基準を策定す

る。 

c. 子会社の業務の適正性を確保するため、必要に応じて取締役および監査役を派遣するほ

か、子会社の事業運営に関する重要事項については当社との協議を必要とする。 

d. 子会社の管理責任部署を定めたうえで、管理責任部署は子会社を取り巻く様々なリスク

の特定および分析を行い、それらのリスクの特性に応じた対応策を子会社各社とともに

マネジメントする。その状況については適宜リスクマネジメント委員会へ報告すること

で、グループ全体におけるリスクを統括する。 

e. 監査部門は子会社を定期的な監査の対象とし、子会社の業務執行の統制状況、内部統制

システムの有効性に関する監査を行うと共に、その結果とその後の改善状況を監査委員

会に報告する。 

f. 子会社等の責任者に対し、財務報告の適正性および法令遵守等にかかる諸施策の実施状

況について定期的に確認書の提出を求め、その実効性を確認するとともに、定期的な見

直しを行う。 

g. 子会社の内部通報制度の窓口を社内外に設置する。また、その運用に関する規則を定め

て通報を行った者の秘匿性の確保と不利益の防止を図る。 

 



                                                                          

 

6．監査役がその職務を補助すべき従業員を求めた場合における当該従業員に関する事項 

a. 監査役の職務を補助する監査役会事務局を設置し、専任の従業員を配置するものとする。 

b. 前号の従業員の人数、人選等については常勤監査役との間で協議のうえ決定する。 

 

7．前号の従業員の取締役からの独立性および監査役の当該従業員に対する指示の実効性確保

に関する事項 

a. 監査役の職務を補助する従業員は、監査役の指揮・命令に服する。人事異動、処遇の変

更については監査役会の同意を要するものとする。 

 

8．取締役および従業員が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制 

a. 当社および子会社の役員および従業員、またはこれらの者から報告を受けた者は、当社

監査役から業務執行について報告を求められた場合、または当社グループ経営に著しく

影響を及ぼす重要事項やコンプライアンス違反等の事実が生じた場合には、定められた

諸規程に則り、速やかに当社監査役に報告するものとする。 

b. 前号の報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを

行うことを禁止し、これを周知徹底する。 

c. 当社監査役と子会社の監査役は定期的に情報交換会を開催し、当社グループ全体の監査

の充実を図る。 

d. 内部通報制度の通報状況について、通報を行った者の秘匿性を確保したうえで定期的に

監査役へ報告を行う。 

 

9．監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係わる方針に関する事項 

a. 監査役の職務の執行について生じる費用等を支弁するため、一定額の予算を設ける。監

査役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求に係る費用又は債

務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費

用又は債務を処理する。 

 

10． その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

a. 監査役は、重要な会議に出席するとともに、議事録が作成された場合は、その事務局は

これを監査役会に送付する。 

b. 監査部門または会計監査人の行う監査の結果とその改善状況は、監査役会にも報告され

るものとし、監査役会と監査部門または会計監査人との間で定期的な情報交換を行う。 

 

 

以  上 


